
令和元年度 

【遺 伝 カ ウ ン セ ラー 採 用 試 験】

大 崎 市 民 病 院  経 営 管 理 部

〒989‐6183 大崎市古川穂波三丁目 8 番１号 

大崎市民病院経営管理部 

人事厚生課 人事係 

                ℡（０２２９）２３‐３３１１



１ 試験区分及び受験資格 

（１）試験区分及び採用予定人員等 

職種 採用予定人員 職務の内容 受験資格 

遺伝カウンセラー １名 

病院事業の遺伝カ

ウンセラー業務及

び所属部署内にお

ける業務を行う 

昭和５５年４月２日以降生まれで，遺

伝カウンセラー認定資格保持者又は資

格取得見込者 

(注)採用予定人員については，今後変更になることもあります。 

（２）次のいずれかに該当する人は受験できません。 

  ①日本国籍を有しない人 

  ②成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む) 

  ③禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

  ④大崎市病院事業職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない人 

  ⑤日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し，又はこれに加入した人 

２ 試験日時及び試験会場 

試験日時 試験会場 

令和２年１月２６日(日) 

９：２０～１２：００（予定） 

大崎市民病院 ３階大会議室  

≪大崎市古川穂波三丁目８番１号≫ 

３ 試験方法及び内容 

試験種目／方法 内   容 

適 性 検 査 職務遂行に必要な適性についての検査（２０分）

論 文 試 験 公務員として必要な識見，判断力，思考力等についての筆記試験（４５分）

人 物 試 験 公務員としての適格性についての人物面からの試験 



４ 申込受付期間及び受験手続 

受 付 期 間 

令和元年１２月１２日(木) ～ 令和２年１月１５日（水) 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし，土曜日・日曜日は除きます。 

郵送の場合も，１月１５日(水)午後５時１５分までに人事厚生課に届いたものが有

効であり，当日消印有効ではありませんのでご注意願います。 

受験申込用紙

等の 請 求 先

【配布場所で受け取る場合】 

配布場所：大崎市民病院経営管理部人事厚生課（本院３階管理事務室内） 

配布時間：午前８時３０分から午後５時１５分（土・日を除く） 

【受験申込用紙を郵送で請求する場合】 

遺伝カウンセラー 受験申込用紙・履歴書請求と朱書きした封筒に，１４０円切

手を貼った角形2号（Ａ4サイズ)返信用封筒（送付希望先宛名を明記したもの）

を同封し，「〒９８９－６１８３大崎市古川穂波三丁目８番１号 大崎市民病院経

営管理部 人事厚生課人事係」宛へ郵送してください。 

【ダウンロードする場合】 

当院ホームページからダウンロード可能です。 

http://www.h-osaki.jp

申込方法 

 ・  

受験手続 

【申込方法】 

・受験申込書及び履歴書をもれなく自筆で記入の上，下記提出書類すべてを同封し，人

事厚生課へ直接提出（代理人可）するか（配達証明付郵便）にて郵送してください。

・提出用封筒の表には遺伝カウンセラー 受験申込と試験の種類に応じて朱書きし，

封筒の裏に受験者の住所と氏名を書いてください。 

※なお，普通郵便で郵送した場合の事故について，こちらでは責任を負いかねます。 

【提出書類】 ※こすると消えるペン（フリクション）は使用しないでください。 

①受験申込書（当院指定様式を使用し，片面Ａ４サイズ１枚） 

②履歴書（当院指定様式を使用し，両面印刷せず片面Ａ4サイズ2枚で提出すること。

また，３ヶ月以内に撮影した写真（上半身・脱帽・正面向き・たて４㎝×よ

こ３㎝）を必ず貼付すること。） 

③２２３円分の切手（組み合わせ例A：２１０円切手＋１０円切手＋３円切手 

B：１４０円切手＋６３円切手＋２０円切手） 

※受験票送付時に使用させていただきますので，そのまま同封してください。 

④資格保持者：当該資格認定証の写し 

 資格取得見込者：在学証明書 



受験票交付 
受験票は受付締切り後に発送しますが，１月２２日(水)までに届かない場合は，人事

厚生課人事係までお問い合わせください。（電話0229-23-3311） 

５ 合格の発表 

受験者全員に書面でお知らせします。 

６ 合格から採用まで 

（１）合格者は，採用候補者名簿に登載され，そのうちから採用者が決定されます。 

   したがって，採用候補者名簿に登載された人が全て採用されるとは限りません。 

（２）採用候補者名簿からの採用は，令和２年４月１日となります。 

なお，名簿の有効期限は，確定した日から１年間有効です。 

（３）地方公務員法第２２条に基づく条件附採用となります。 

７ 試験結果の開示 

  この試験の結果(本人の総合順位及び総合得点)については，次のとおり口頭で開示を請求するこ

とができます。(下表参照) 

  開示を希望する場合は，受験者本人が受験票及び本人であることを証明する書類(運転免許証，パ

スポート等)を持参のうえ，午前８時３０分から午後５時１５分までの間に，下表開示場所に直接お

いでください。 

  ただし，土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は，受付いたしません。 

なお，電話やハガキなどによる開示の請求はできません。 

開示請求できる人 開示内容 開示受付期間 開示場所 

試験受験者 

（本人に限る） 

総合順位 

及び 

総合得点 

合格発表の日 

から１４日間 

大崎市民病院  

経営管理部人事厚生課 

（本院３階） 

８ 勤務地 

  採用後は，大崎市民病院本院（宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号）に配属となります。 



９ 給与 

区 分 給料月額 その他の手当 

4年制大学卒 

+修士課程修了 
195，500円

左記のほかに，期末・勤勉手当，通勤手当，住居手当，

扶養手当等がそれぞれ支給要件により支給されます。 

 ◎上記金額は，令和２年４月１日現在のものです。なお，学歴や職歴により加算されることがあり

ます。 

１０ 勤務条件等 

（１）勤務時間 

   原則として１週間あたり３８時間４５分（休憩時間６０分） 

（２）休暇 

 ①年次有給休暇 ２０日付与 

 ②特別休暇 

  ・夏季休暇（５日） 

  ・結婚休暇（連続する７日以内） 

  ・産前休暇（出産予定日の８週前から取得可） 

  ・産後休暇（出産日翌日から８週間取得可） 

  ・子の看護休暇（５日※小学校就学前の子ども対象） 

  ・その他休暇（大崎市病院事業職員就業規定による） 

 ③その他 

  ・育児休暇（産後休暇最終日の翌日から取得可） 

※養育すべき子が満３歳に達する日まで取得可能 

（３）その他 

 ①福利厚生 

  ・院内保育所「あいあい」完備（空き状況により随時入所可能） 

※審査に１か月程度時間を要する 

  ・２４時間稼働コンビニエンスストア，職員専用レストラン完備 

  ・本院 職員公舎完備（空き状況により随時入居可能） 

１１ 応募書類の送付先及び問い合わせ先 

 大崎市民病院 経営管理部 人事厚生課 人事係 

  住 所  〒９８９－６１８３ 宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号 

  電 話  ０２２９－２３－３３１１(代表) 

ホームページアドレス http://www.h-osaki.jp 


